
寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価について 
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平成29年12月22日（金） 
平成29年度 第５回 

大阪府河川整備審議会 
資料１－２ 

○前回審議会での意見に対する補足説明 

 

○寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
                                         （府民意見募集結果） 

 

 

  



2 

前回審議会での意見に対する補足説明 
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 前回審議会でのご意見① 
   ・北部地下河川の大深度地下使用の妥当性について、評価調書の対応方針欄に記述すべき。 
   ・大深度地下地用による増額の１５１億円について、内訳はどのようになっているのか。 

前回審議会でいただいたご意見一覧 

 前回審議会でのご意見② 
   ・流域対応３００ｍ３／ｓに関する取組み内容を記述すべき。 

 前回審議会でのご意見③ 
   ・例えば寝屋川治水緑地ではカダヤシという特定外来生物が繁殖し、府民の手により外来種を 
    広める要因にもなりかねない。治水事業により新たな遊水地を築造すると外来種への対策も必 
    要と考えられる。 



前回審議会における論点整理 
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 前回審議会でのご意見① 
    ・北部地下河川の大深度地下使用の妥当性について、評価調書の対応方針欄に記述すべき。 
    ・大深度地下地用による増額の１５１億円について、内訳はどのようになっているのか。 

    ・北部地下河川の大深度地下使用の妥当性について、評価調書の対応方針欄に記述した。 
    ・大深度地下地用による増額の内訳について、今回補足説明を実施する。 

６．対応方針（原案） 

対応方針（原案） ○継続 

＜判断の理由＞ 

・現時点で再度、費用対効果を算出したところ、Ｂ/Ｃは 8.5であり、事業実施の妥

当性を有する投資効果が確認できる。 

また、早期治水効果の発現に向けて、流域市と連携して総合的な治水対策を推進す

るとともに、事業を巡る社会情勢等に大きな変化がないこと等から、事業の必要性

に変わりはない。 

 

・寝屋川ブロック河川整備計画（H27.3策定）及び大阪府都市整備中期計画(案)（H28.3

改訂）に位置付けて、事業を進めており、H28年度末で、事業の進捗率は 70％であ

る。これまでも、完成した施設から順次供用開始し、平成 27 年 7 月の台風による

豪雨では、西郷通調節池で貯留容量 4 万 m3に対し 3.1 万 m3、寝屋川北部地下河川

では供用直後の門真調節池（貯留容量 7万 m3）を含む貯留容量 20万 m3に対し 17.3

万 m3 を貯留し、浸水被害の軽減を図り、また、恩智川の河道改修や三箇大橋の架

替事業を推進し、治水安全度の向上に努めるなど、着実に成果を上げており、引き

続き事業を継続することが妥当である。 

 

・寝屋川流域は、高度に都市化が進行しているため、河川の拡幅等を行うことは困難

なことから、通常の河川改修だけでなく、分水路や地下河川の放流施設、遊水地や

流域調節池の貯留施設など、さまざまな治水手法を組み合わせた総合治水対策であ

る。寝屋川北部地下河川の未整備区間については、上面都市計画道路の一部整備の

見通しが立たないことから、事業の投資効果や治水効果の発現時期を勘案し、大深

度地下使用によるルート変更を行った。建設については、特に地下河川の流末ポン

プ場に多大な費用を要することから、今後のポンプ設備等の技術革新を踏まえ、建

設コストの縮減を図ることはもちろん、将来の維持管理費を見据えたライフサイク

ルコストの平準化と抑制を図っていく。 

 

以上の理由により、事業の継続は妥当。 

 

６．対応方針（原案） 

対応方針（原案） ○継続 

＜判断の理由＞ 

・現時点で再度、費用対効果を算出したところ、Ｂ/Ｃは 8.5であり、事業実施の妥

当性を有する投資効果が確認できる。 

また、早期治水効果の発現に向けて、流域市と連携して総合的な治水対策を推進す

るとともに、事業を巡る社会情勢等に大きな変化がないこと等から、事業の必要性

に変わりはない。 

 

・寝屋川ブロック河川整備計画（H27.3策定）及び大阪府都市整備中期計画(案)（H28.3

改訂）に位置付けて、事業を進めており、H28年度末で、事業の進捗率は 70％であ

る。これまでも、完成した施設から順次供用開始し、平成 27 年 7 月の台風による

豪雨では、西郷通調節池で貯留容量 4 万 m3に対し 3.1 万 m3、寝屋川北部地下河川

では供用直後の門真調節池（貯留容量 7万 m3）を含む貯留容量 20万 m3に対し 17.3

万 m3 を貯留し、浸水被害の軽減を図り、また、恩智川の河道改修や三箇大橋の架

替事業を推進し、治水安全度の向上に努めるなど、着実に成果を上げており、引き

続き事業を継続することが妥当である。 

 

・寝屋川流域は、高度に都市化が進行しているため、河川の拡幅等を行うことは困難

なことから、通常の河川改修だけでなく、分水路や地下河川の放流施設、遊水地や

流域調節池の貯留施設など、さまざまな治水手法を組み合わせた総合治水対策であ

る。寝屋川北部地下河川の未整備区間については、上面都市計画道路の一部整備の

見通しが立たないことから、事業の投資効果や治水効果の発現時期を勘案し、大深

度地下使用によるルート変更を行った。建設については、特に地下河川の流末ポン

プ場に多大な費用を要することから、今後のポンプ設備等の技術革新を踏まえ、建

設コストの縮減を図ることはもちろん、将来の維持管理費を見据えたライフサイク

ルコストの平準化と抑制を図っていく。 

 

以上の理由により、事業の継続は妥当。 

 

※再々評価調書より抜粋して掲載 

ご意見① 



讃良立坑 

萱島立坑 

北島立坑 

鶴見立坑 城北取水立坑 

ポンプ場 

供用済 3.7km 
（13万m3貯水） 

供用済 2.9km 
（7万m3貯水） 

計画検討中 1.7km 
（12万m3貯水） 

計画検討中 2.9km 
（30万m3貯水） 

都島調節池 
内径11.5m 

鶴見調節池 
内径9.0m 

古川調節池・北島調節池 
内径7.5m ・内径5.4m 

古川取水立坑 

門真調節池 
内径5.4m 

 鶴見立坑～讃良立坑：暫定供用中（２０万m3） 
 鶴見立坑～松生立坑：H32完成に向けて整備中 
 ポンプ場～鶴見立坑：大深度地下使用による整備を計画中 

(都)北野今市線 
(都)都島茨田線 

(計画)85㎥/s 
 （最終)250㎥/s 

 

守口調節池 

大深度地下使用検討区間 5 

１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 

 河川整備の内容 
 （寝屋川北部地下河川） 

平成29年度 第4回 
 大阪府河川整備審議会 

再掲  

ご意見① 



具体的な計画変更内容 

都市計画幅員 
変更後 

地表面 

大
川 

ポンプ場 城北川取水立坑 鶴見立坑 

大深度ライン※ 

※ 立体的な範囲を定める区間 
（大深度地下空間を活用する予定の区間） 

鶴見立坑 

平面図 

城
北
川 

花博通り 
（都）都島茨田線 

国
道
１
号 

谷町線 
都島駅 

変更区間 

大深度ラインについては今後「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」の 
使用認可を受けて決定されます 

14.5m 14.5m 12.0m 12.3m 9.8～
12.3m 

9.8m 8.7m 

変更後は深さ約70m付近を通過 

鶴見緑地 

※国土地理院の地形図を加工して使用しています 
※図はイメージであり、寝屋川北部地地下河川と地図上の位置関係は一致しません 

吐口 

排水路 

谷町線 
野江内代駅 

京阪本線 
野江駅 ポンプ場 

※ ※ 

内
環
状
線 

（国
道
４
７
９
号
） 

縦断図 

城
北
川 

城北川取水立坑 

寝屋川北部地下河川 

１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 
平成29年度 第4回 

 大阪府河川整備審議会 
再掲  

ご意見① 
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前回評価時 

（H24) 
今回 

（H29） 
増減 

 増減のうち、 

 理由①によるもの 
 増減のうち、 
 理由②によるもの 

全体事業費 8,654 8,877 223 151 72 

工事費
の 

内訳 

河道 1,372 1,373 1 0 1 

分水路 715 715 0 0 0 

遊水地 1,390 1,391 1 0 1 

地下河川 3,456 3,660 204 151 53 

流域調節池 1,721 1,738 17 0 17 

■事業費の変更 

●投資済事業費（H28年度末）：約6,238億円 
 
●事業費の変更理由 
 ①寝屋川北部地下河川について、大深度地下使用法に基づくルート変更に伴う 
   事業費増（約151億円増） 
 
 ②社会情勢の変化による事業費増（約72億円増）・・・消費税（5%→8%） 

（億円） 

１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 
平成29年度 第4回 

 大阪府河川整備審議会 
再掲（一部追記） 

ご意見① 
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 事業費 従来深度 大深度 増分 理由 

鶴見調節池 77 95 18 
大深度地下使用に伴う上載荷
重の増によるセグメント厚の増 

城北立坑 41 53 12 
城北立坑の深度が深くなった
ことによる増 

都島調節池 144 253 109 
大深度地下使用に伴う上載荷
重の増によるセグメント厚の増 

ポンプ場 1,084 1,096 12 
ポンプ場立坑の深度が深く
なったことによる増 

合計 1,346 1,497 151 

●事業費の変更理由 
 ・寝屋川北部地下河川について、大深度地下使用法に基づくルート変更に伴う 
  事業費増（約151億円増） 

（億円） 

１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 ご意見① 
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１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 

地下 
河川 

支持層 

大深度地下使用の場合 
（深度約80m 

高層建築荷重を考慮） 

45° 

地下河川（セグメント）への外力＝大 

地下 
河川 

従来深度の場合 
（深度約40m） 

地下河川（セグメント）への外力＝小 

約1,200kN/㎡ 

高層建築 

（70m×70ｍ） 25ｍ 地下水位 地下水位 

約400kN/㎡ 

10kN/㎡ 

大深度におけるシールドにかかる荷重は、従来深度の約３倍 

※トンネル標準示方書により算出 ※大深度地下使用技術指針・同解説により算出 

ご意見① 
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■H24事業評価時点 

Ｈ２４ Ｈ５６ 

寝屋川北部地下河川の事業期間 

■H25大阪市都市計画道路の見直し時点 

Ｈ２５ Ｈ５６ Ｈ７４ 

都市計画道路の整備に要する期間＝河川整備計画期間 

寝屋川北部地下河川の整備期間＝河川整備計画期間 

寝屋川北部地下河川の整備期間 

■H29再評価時点（今回） 

Ｈ２９ Ｈ５６ 

河川整備計画期間内での 
整備が困難に 

寝屋川北部地下河川の整備期間＝河川整備計画期間 

Ｂ／Ｃ※ 

＝1.44 

Ｂ／Ｃ※ 
＝1.60 

※本頁に記載のＢ／Ｃは、大深度地
下使用の費用対効果の優位性を確
認するために、大阪府河川構造物等
審議会「大深度地下使用検討部会」
において、寝屋川北部地下河川事業
のみについて算定したものです。 

１．寝屋川北部地下河川の大深度地下使用に伴う事業費変更 

平成29年度 第4回 
 大阪府河川整備審議会 

再掲  

ご意見① 
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５．特記事項 

前回評価時の委

員会意見と府の

対応 

 

（平成 24年度大阪府河川整備委員会による審議） 

「寝屋川ブロック河川整備計画（変更）」の審議をもって事業再評価とし、本委員会

において了承を得た。 

その他 （河川防災情報の提供） 

・現況での洪水はん濫・浸水の危険性に対する地域住民の理解を促進するため、寝屋

川水系の洪水リスク表示図を開示している。 

・河川カメラを設置し、河川の洪水リスクや現況水位とともに映像をインターネット

で公開している。 

 

（寝屋川流域協議会における取組み） 

・流域市と大阪府等で構成する流域協議会を開催し、治水、環境、グリーンベルト、

タイムライン策定をそれぞれ部会にて検討。 

・治水部会では、平成 18 年 8 月に策定した寝屋川流域水害対策計画を見直し、平成

26年 8月に変更。あわせて具体的なポンプ運転調整ルールとして要項を作成した。 

・大規模水害タイムライン策定部会では、関係機関が連携し、住民の生命を守り、経

済被害を最小化にすることを目的に、大型の台風による平成 12 年 9 月の東海豪雨

級の降雨が発生したときに発生する状況を予め想定した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成中。 

 

（企業ＢＣＰの策定支援） 

・オンリーワン企業が多く、全国有数の経済規模を誇る寝屋川流域が浸水すれば、特

に製造業のサプライチェーン途絶などの被害が想定されることから、流域の企業に

浸水に対する脆弱性を理解してもらい、被害から早期復旧を図るための事業継続計

画（BCP）の策定の重要性を啓発するため、折込ちらしの作成・配布ならびに事業

者へのセミナーを開催。 

 

（ワークショップ・出前講座等の開催） 

・ハード対策では、親水空間が確保できるところは計画段階から地域住民が参画する

ワークショップ形式の川づくりを行うとともに、ソフト対策として流域の小学校等

を対象に出前講座を実施（平成 28年度 18回実施）や、治水施設等の見学会（平成

28年度 160回）を実施し、総合治水対策を広く周知を図っている。 

 

（流域対策について） 

・寝屋川流域では、平成 18 年 3 月に「大阪府特定都市河川流域における浸水被害の

防止に関する条例」を制定し、一定規模以上の雨水浸透阻害行為に対しては雨水貯

留浸透施設等の設置を義務付けている。 

 

５．特記事項 

前回評価時の委

員会意見と府の

対応 

 

（平成 24年度大阪府河川整備委員会による審議） 

「寝屋川ブロック河川整備計画（変更）」の審議をもって事業再評価とし、本委員会

において了承を得た。 

その他 （河川防災情報の提供） 

・現況での洪水はん濫・浸水の危険性に対する地域住民の理解を促進するため、寝屋

川水系の洪水リスク表示図を開示している。 

・河川カメラを設置し、河川の洪水リスクや現況水位とともに映像をインターネット

で公開している。 

 

（寝屋川流域協議会における取組み） 

・流域市と大阪府等で構成する流域協議会を開催し、治水、環境、グリーンベルト、

タイムライン策定をそれぞれ部会にて検討。 

・治水部会では、平成 18 年 8 月に策定した寝屋川流域水害対策計画を見直し、平成

26年 8月に変更。あわせて具体的なポンプ運転調整ルールとして要項を作成した。 

・大規模水害タイムライン策定部会では、関係機関が連携し、住民の生命を守り、経

済被害を最小化にすることを目的に、大型の台風による平成 12 年 9 月の東海豪雨

級の降雨が発生したときに発生する状況を予め想定した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成中。 

 

（企業ＢＣＰの策定支援） 

・オンリーワン企業が多く、全国有数の経済規模を誇る寝屋川流域が浸水すれば、特

に製造業のサプライチェーン途絶などの被害が想定されることから、流域の企業に

浸水に対する脆弱性を理解してもらい、被害から早期復旧を図るための事業継続計

画（BCP）の策定の重要性を啓発するため、折込ちらしの作成・配布ならびに事業

者へのセミナーを開催。 

 

（ワークショップ・出前講座等の開催） 

・ハード対策では、親水空間が確保できるところは計画段階から地域住民が参画する

ワークショップ形式の川づくりを行うとともに、ソフト対策として流域の小学校等

を対象に出前講座を実施（平成 28年度 18回実施）や、治水施設等の見学会（平成

28年度 160回）を実施し、総合治水対策を広く周知を図っている。 

 

（流域対策について） 

・寝屋川流域では、平成 18 年 3 月に「大阪府特定都市河川流域における浸水被害の

防止に関する条例」を制定し、一定規模以上の雨水浸透阻害行為に対しては雨水貯

留浸透施設等の設置を義務付けている。 

 

前回審議会における論点整理 

 前回審議会でのご意見② 
    ・流域対応３００ｍ３／ｓに関する取組み内容を記述すべき。 

※再々評価調書より抜粋して掲載 

    ・流域対応３００ｍ３／ｓに関する取組み内容について、評価調書の特記事項欄に記述した。 
     さらに、今回補足説明を実施する。 

ご意見② 
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◆流域分担量2,700m3/sのうち、300m3/sを流域対応に位置付け⇒流域対応量（貯留量）換算で400万m3 
◆400万m3に対し、行政市別に内訳を設定している。 

47%

53%

民間開発に伴う貯留 公共公益貯留
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２．流域対応の取り組みについて 

流域分担計画 

流域対応量の行政市別内訳 

計画立案時の施設別対応量割合 

⇒計画の約半数（47%）が民間開発に伴う貯留 
0 50 100 150 200
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大東市
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八尾市

枚方市

守口市

大阪市

流域対応量（万m3）

内水域 （万m3） 外水域 （万m3）内水域 外水域

（万m3） （万m3）

大阪市 201

守口市 18.8

枚方市 5.1 1

八尾市 36.3 2.2

寝屋川市 21.4 10.9

大東市 18.8 0.8

柏原市 1.4 3.3

門真市 18.1

東大阪市 75 12.4

四條畷市 2.5 3.6

交野市 0.9

計 398.4 35.1

ご意見② 
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２．流域対応の取り組みについて 

雨水浸透阻害行為の許可 

※雨水浸透阻害行為とは 
      雨水の流出量を増加させる恐れのある行為で以下の行為等 
      宅地化              宅地等以外の土地（田畑、山地及び林地など）を 
                              宅地等（宅地、道路、鉄道に線路など）にするために行う土地の形質の変更 
      土地の舗装       宅地等以外の土地を不浸透性の材料で覆う 
      排水施設設置    ゴルフ場、運動場等（排水施設を伴うもの）の新設・増設 
      土地の締固め    ローラー等の建築機械を用いて土地を締め固める 
 
※許可方針                       ※対応量の目安 
      雨水の流出量を増加させないこと           600m3/ha 

（特定都市河川浸水被害対策法第9条） 
（大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例第6条） 

◆雨水流出抑制施設の設置義務…1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、知事等の許可が必要。 
◆       〃        指導…   500㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合も、協力を依頼。 

流域対応の実績 
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⇒実績の約半数（49%）も民間開発に伴う貯留 

全体進捗率：31.9% 
（実績貯留量：138万m3） 

49%
51%

民間開発に伴う貯留 公共公益貯留

民間開発に伴う貯留
公共公益貯留
合計 11.6

直近5年（H24～H28）の
実績貯留量（万m3）

8.4
3.2

ご意見② 



２．流域対応の取り組みについて 

官民一体となった取り組み事例 
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雨水タンクさかさかさ（守口市） 

株式会社LION寄贈 

棟間貯留（大東市） 

ため池貯留（四條畷市） 雨水タンク（東大阪市） 

開発に伴う 
地下貯留槽（八尾市） 

校庭貯留（四條畷市） 

民間貯留事例 公共公益貯留事例 

←日本雨水貯溜システム協会HPより 

開発に伴う 
雨水貯留槽（寝屋川市） 

ご意見② 



前回審議会における論点整理 
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 前回審議会でのご意見③ 
    ・例えば寝屋川治水緑地ではカダヤシという特定外来生物が繁殖し、府民の手により外来種を広める要因 
     にもなりかねない。治水事業により新たな遊水地を築造すると外来種への対策も必要と考えられる。 

    ・外来種対策について、今回補足説明を実施する。 

ご意見③ 



 第2節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
 ３．日常管理（抜粋） 
 日常管的な管理である除草や樹木の伐採などについては、保存すべき種と除去すべき種に十分
注意し、健全な生態系の保全に努めます。 
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寝屋川流域における外来種対策について 

 河川整備計画の記載内容 

ご意見③ 

●遊水池は人工的に整備したため、外来種が新たに生 
 息する場所となり、また外来種が持ち込まれる可能性 
 もあるとともに、遊水池の利用者が外来種を外来種と 
 知らず持ち出すことにより、外来種の生息域を広げて 
 しまう恐れがある。 
●専門家（研究者）などの意見を聞くとともに、 
 管理者（流域市ほか） と協議・連携して、HP掲載や 
 現地に周知看板を設置する等の啓発を実施していく。 

↑環境省外来種問題普及啓発パネルの例 
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寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価 
に対する主な意見と回答について 
（府民意見募集結果） 
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大阪府 関係市 

【ホームページ掲載】 メール・FAX・郵送による意見聴取 

  （寝屋川流域11市） 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する府民意見募集について 

意見募集期間：平成29年11月13日（月）から平成29年12月12日（火）まで 

府パブリックコメントＨＰにおけるリンク 

【報道提供】 
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寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する府民意見募集について 

意見募集期間：平成29年11月13日（月）から平成29年12月12日（火）まで 

【図書縦覧場所】以下の16カ所 
  ・大阪府府政情報センター 
  ・大阪府都市整備部河川室 
  ・大阪府寝屋川水系改修工営所 
  ・大阪府枚方土木事務所 
  ・大阪府八尾土木事務所 
  ・大阪市建設局 下水道河川部 調整課 
  ・守口市役所 下水道部 下水道管理課 
  ・枚方市役所 土木部 土木総務課 
  ・八尾市役所 都市整備部 土木建設課 
  ・寝屋川市役所 まち建設部 水・みどり室 
  ・大東市役所 街づくり部 水政課 
  ・柏原市役所 都市デザイン部 道路水路整備課 
  ・門真市役所 まちづくり部 土木課 
  ・東大阪市役所 土木部 河川課 
  ・四條畷市役所 都市整備部 建設課 
  ・交野市役所 都市整備部 道路河川課 

 第4回河川整備審議会資料（11/7）   
 ・評価調書 
 ・寝屋川流域総合治水対策事業の 
  事業評価について 

【縦覧図書】 

【図書の縦覧】 
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施設見学会の状況 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する府民意見募集について 

意見募集期間：平成29年11月13日（月）から平成29年12月12日（火）まで 

■ 開催回数 ４回             

施設見学会や出前講座にて周知 

府民意見募集の周知状況 

■ 参加人数 延べ379人             

見学会参加者の感想（参考） 
・水害が無いのは、こういった施設のおか 
 げだと思った。  
・洪水のときも安心だと思った。 
・今後も、治水対策を進めてほしい。 
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寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 

府民意見募集結果の概要 

項 目 件 数 

１．事業概要  2 件 

２．事業の必要性等  2 件 

３．事業進捗の見込み  0 件 

４．コスト縮減や代替案立案 

  等の可能性 
 0 件 

５．その他  2 件 

合 計  6 件 

いただいたご意見の総数は３通 
 
（意見書に複数意見が書かれたものをそれぞれ１件として算定） 
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１．事業概要に関するもの 

審議会資料の記述方法について 

い
た
だ
い
た
ご
意
見 

 
 例えば、P.22の河川整備の内容として河川断面が記述されているが、河川の幅、水深、護
岸の天端高、計画高水位などの諸元が記載されていない。また、この近傍の地盤高と河川底
面、水位の関係が不明である。 
  
さらに、大阪府では、重点的に進められている耐震対策が、何も記述されていない。どのよ
うな条件の震度に耐えうるか、住民が理解でき、学術的に正確な表現で説明すべきです。 
 P.28などの地下河川の深さ（地盤高）を底面と上端をO.P.表示で示すべきです。特に、治
水対策なので、排出口の水理的条件（排出する場所の水位、流速、口径、高さなど）も明記
すべきです。 
 これらの点を資料に加筆をお願いします。 
 

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
す
る 

事
業
者
の
回
答
（案
） 

 

・河川断面の諸元については、p.22に追記しHPにて公表します。また、地下河川の排出口の
水理的条件については、p.26およびp.27に追記し、HPにて公表します。 
 なお、排出口の流速、口径、高さ等は、今後詳細設計を経て決定します。 
 
・耐震対策については、寝屋川流域総合治水対策事業でないため、今回の評価対象外として 
 いますが、L1地震動およびL2地震動に対して耐震性能を満足していない箇所の耐震対策を 
 実施します。 
 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
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２．事業の必要性等に関するもの 

審議会資料の記述項目の追加について 

い
た
だ
い
た
ご
意
見 

 P.2の評価の視点のところで「社会情勢の変化」とありますが、これ以外に「自然条件の変
化」の視点を追加するべきです。 
 
 審議会でも説明がありましたが、台風の前に秋雨前線が刺激を受けて長期間の雨になって
いるとか、あるいは、以前のように台風が秋に襲来するという前提がなくなり初夏に来るこ
とも在り、梅雨前線による集中豪雨の発生が多くなっているとか、平成27年の閣議決定でも
台風が大型化しているとか、そのような認識が既になされているわけですので、自然条件の
変化を検討し、現治水対策で問題ないか審議し、問題や課題があるときは、事業計画の変更
も行う必要があると思います。ただ、自然条件が変化しても治水対策に関係ないときは、そ
の考え方を明記すべきです。 
今回も、降雨条件（時間分布など）や高潮との関係などを検討し、変更しなくても良い場合
は、その考え方を明記し、事業評価をすべきです。 

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
す
る 

事
業
者
の
回
答
（案
） 

・評価の視点については、「大阪府河川事業・ダム事業の事業評価（H28.7大阪府都市整備部 
 河川室）」に基づき、実施しております。 
 
・大阪府では、近年の降雨を踏まえた取組みについて※、平成26年10月に大阪府河川整備審議 
 会に諮問し、「（現行の）治水計画の検討にあたっては、近年の降雨も踏まえ、計画降雨 
 の妥当性について検証しており、当面の治水目標の設定手法が妥当であることを確認して 
 いる。」との答申を平成28年2月に得ています。 
 
 ※近年の降雨を踏まえた取組みについて 答申 
   http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4127/00000000/toushin.doc 
 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 



三大水門を津波対策で利用することの問題点と寝屋川の京橋口の流量について 

い
た
だ
い
た
ご
意
見 

 平成25年11月８日の平成25年度第１回大阪府河川構造物等審議会において、津波対策のために三大水門を閉鎖して波力を
受けた後、三大水門が開かなくなるため洪水対策として、三大水門の幅15メートルの副水門を補強して副水門を開けること
で洪水対策ができる、という答申が出ています。この考え方は、後に受けた説明では、寝屋川流域で5,800平米の内水氾濫が
起きるが、主水門を撤去して洪水対策するよりは、高潮時の被害より小さいことから副水門を津波に対応できるよう補強す
ることが好ましいとのことでした。このような洪水対策が本当にできるのかどうか、まさにこの河川整備審議会のテーマな
ので十分審議していただきたいと再三お願いしましたが、淀川水系西大阪ブロック河川整備計画には、「副水門の15メート
ルで対応する」という言葉がどこにも出ていません。ところが、今年の９月４日に河川構造物等審議会で三大水門について
最終答申があり、今度は、副水門のみでは洪水対策ができないから主水門を撤去するという答申が出ています。この根拠は、
河川構造物等審議会で1度の審議もされなく、また、答申の説明文も読解不可能です。主水門を撤去し、室戸台風レベル（天
保山潮位；偏差2.6ｍ＋満潮位2.2ｍ＝4.8ｍ）の高潮に対応するとありますが平成25年の審議会では、天保山の潮位が4.7mで
寝屋川は、越流するとあります。ここは、京阪や国道が通っているところで簡単な嵩上げはできないところだと思います。
この計画は、河川が突発的に氾濫したときの対応ではなく、通常の状態であれば、安全が確保される河川整備計画のはずで
す。このような意味不明の説明文で洪水対策がなされている大川を下流に持つ寝屋川の排水能力は、不明です。このような
大川の河川整備の施策が行われていることは、社会的に本当に正しいかどうか、河川整備審議会で十分検討し、その上で、
寝屋川の治水対策が、現在行われている総合治水対策で十分か検討すべきです。 
 
 すこし、具体的に問題点を挙げます。三大水門は、高潮が来たときに水門を閉め、その約２時間後に想定される洪水の出
水時に水門を開けて洪水対策をするというオペレーションのはずですが、長期の大水が出ている状況で高潮が来たというと
きに、果たして水門が機能するかどうかという問題が、まず１点あり、台風の大型化への対応どうするかもあるので、河川
構造物等審議会では津波だけでなく高潮を十分考慮した三大水門のあり方を議論すべきだと再三言っていますが、すべて無
視されています。そこで、今回の寝屋川総合治水対策の話ですが、行政が水門を開けなければ寝屋川流域で5,800平米の内水
氾濫が起きるわけですから、そのような社会条件の変化どのように評価するのか、さらに、水門を開けているから問題ない
としているのであれば、本当に、台風時の対応はできているのか評価するべきです。先ほどから言っていますように、高潮
が来てから２、３時間後に大水が出る想定に対し、台風が来る前に前線で大雨が降り、洪水が発生しているわけです。そこ
で水門を開けると、今度は寝屋川流域の出口である京橋口の水位が高潮でドッと上がり、越流を起こしてる状態で、寝屋川
の流下能力が確保され、現在の治水対策は、計画通り機能するのかどうか、さらに、近年の豪雨が、台風襲来前に発生して
おり、今までの高潮対策として水門方式が最適かどうかも合わせて審議していただき、その結果、水門方式では、対応でき
ない危惧があれば、その対策も合わせて審議していただき、その上で、寝屋川の総合治水対策が、社会的に好ましいものか
どうか評価すべきだと思います。 

24 

５．その他に関するもの 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
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三大水門を津波対策で利用することの問題点と寝屋川の京橋口の流量について 

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
対
す
る 

事
業
者
の
回
答
（案
） 

・津波時に三大水門を閉鎖することによる影響検証及び、大阪市内河川の新たな津波対策については、 
 学識経験者による委員で構成された「大阪府河川構造物等審議会」において、平成24年度より検討 
 を行ってきました。三大水門閉鎖による洪水・高潮リスクに関しては、寝屋川流域総合治水対策事 
 業でないため、今回の評価対象外としています。 
 同審議会において、L1津波は計画的に防御すべき外力であり、それによって発生する浸水氾濫を防 
 止できる施設計画として、様々な対策案について比較検討した結果、水門を新設する案が最適であ 
 るとの答申を平成29年度に得て、基本検討を進めております。 
 しかし、新たな水門施設の施設規模を考えれば、全ての水門施設が完成し、安全水準が確保できる 
 ようになるまでにはまだ時間を要するため、それまでの間は三大水門を閉鎖することによる津波防 
 御を行うこととしております。現三大水門は津波によって三大水門が損傷、開閉困難となる可能性 
 があり、当面の対応として、中央堰柱部の補強による副水門開閉機能の維持等、洪水リスクの低減 
 を図るための事前準備に関しても併せて答申を得たものです。 
 現在、当面の対策としての三大水門に係る副水門開閉機能維持に関する補強工事を順次実施し、 
 事前準備を進めております。 
 
 ※大阪府河川構造物等審議会 
   http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kasenkouzoubutu/index.html 
 
・寝屋川の京橋口の流量については、寝屋川流域総合治水対策の計画諸元の一つとして、伊勢湾台風 
 と同規模の大型台風が大阪湾に最悪のコース（室戸台風の経路）を通って、満潮時に来襲したこと 
 を想定し計画しており、高潮対策に対しても考慮した計画となっております。 
 なお、基本的に高潮時に水門を開けることはありません。 
 

寝屋川流域総合治水対策事業の事業評価に対する主な意見と回答について 
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平成２９年１２月２２日（金）に配布した資料より 

下記の修正を行い掲載しております。 

ページ数 修正内容 修正理由 

P7 表中の数値の修正 標記に誤りがあったため修正 

P16 外来種が持ち込まれること及び、外来種と
知らず持ち出されることの懸念を追記 

委員意見を踏まえて追記 

P23 回答（案）の修正 委員意見を踏まえて修正 

標記に誤りがあったため修正 

P25 回答（案）に現在実施中の内容を追記 委員意見を踏まえて追記 


